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□ 土地区画整理事業に関連する都市計画の変更について 

  
□ 都市計画変更の概要（土地区画整理事業） 

 ※令和３年４月１日現在の年数。（）内の数字は最終変更からの年数。 

名称 
都市計画決定告示日 

経過年数※ 
都決区域 

当初 最終 旧 新 

西郊土地区画整理事業 S19.03.08 S43.9.12 77(52)年 728.0ha 493.6ha 

南郊土地区画整理事業 S30.12.20 ― 65(―)年 314.0ha 101.1ha 

手稲中央地区土地区画整理事業 S38.10.28 S56.3.10 57(39)年 314.1ha 165.3ha 

厚別地区土地区画整理事業 S47.07.07 S49.6.1 48(46)年 138.5ha 126.2ha 

百合が原土地区画整理事業 H01.02.27 ― 32(―)年 49.0ha 41.6ha 

太平土地区画整理事業 H01.02.27 ― 32(―)年 37.9ha 35.8ha 

東雁来第２土地区画整理事業 H07.10.20 ― 25(―)年 213.0ha 210.8ha 

札幌市東茨戸土地区画整理事業 (廃止) H09.03.28 ― 24(―)年 40.6ha ―（廃止） 

議案第１、２、３，８，10～17 号参考資料 

変更前の区域 

変更後の区域（施行済区域） 

sb02623
長方形
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１ 土地区画整理事業とは 

 土地区画整理事業とは、一般に、未整備な市街

地の一定の区域内で、土地所有者が協力して、

生活（土地利用）環境をよくするために、土地

を提供するなど地権者の負担により、公共施設

や住宅地等の整備を行う事業である。 

 建物移転や補償を伴うことから、居住地権者の

多い密集市街地での施行は地権者の負担が大

きくなる。 
 
 
 

２ 都市計画変更までの経緯 

⑴  札幌市の土地区画整理事業の施行状況 

 札幌市内で最初の土地区画整理事業は、北海道が行っ

た東札幌地区で昭和 23 年度から施行され、令和 3 年

11 月現在の施行済・施行中の事業の合計は 121 地区、

市街化面積 25,034ha の約 26%を土地区画整理事業に

より整備してきた。 

 

 

 

 

 
 
 
 

⑵  土地区画整理事業の⾧期未施行区域の存在とその理由 

 未施行区域が残る地区が、市内に 8 箇所存在している（いずれも都市計画決定から 20 年以上）。 

 これらの未施行区域が残された背景には、道路事業や街路事業、民間開発等により区域内の公共施設

が一定程度整備されたことなどにより、土地区画整理事業の必要性が低下してきたことが挙げられ

る。 

 

 

３ 都市計画の見直しを進める理由 

 国土交通省の「都市計画運用指針」において、「都市計画決定当時と状況が大きく変化した場合等に

おいては、理由を明確にした上で変更を行うことが望ましい（p.8）」とされている。 

 市内の未施行区域は、いずれも都市計画決定当時と状況が変化しているため、都市計画決定の見直し

を進める必要がある。 

 

※保留地…事業費（道路整備費等）に充てるために 
売却される土地のこと 

札幌市の土地区画整理事業の施行状況 

土地区画整理事業の着手面積の推移 
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４ 都市計画見直しの評価の考え方 

⑴  都市計画決定理由の再検証 

 以下のフローに基づいて、⾧期未施行区域の都市計画見直しの必要性を検証した。 

 

 

⑵ 都市計画見直しの調査・評価 

 上記フローの３及び４について、以下の項目について検証を行った。 

 
※参考水準値は、札幌市や北海道の平均値等をもとに設定した。 

（宅地接道率は全市的な調査を行っていないため、設定していない。） 
※目標値や参考水準値の設定にあたっては、各地区で状況や特性が異なるため、画一的に定 

めることは難しいが、一定程度の評価をするために設定した。そのため、都市計画の存続 
や変更を判断する絶対的な条件とはしていない。 

 

５ 都市計画見直しの評価結果 

 次頁以降に、各地区の現況写真と評価結果を示す。都市計画決定当時の理由は既に目的を達成して

おり、現在においてもその理由を掲げることは妥当ではない（不適合）。また、調査・評価の結果

から、市街地環境改善の必要性は低いと判断したことから、都市計画の変更を行う。 
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□ 各地区の現況写真及び評価結果    以下の写真は、国土地理院ホームページから引用（令和２年９月撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西郊 

地下鉄琴似駅 

変更前の区域 

変更後の区域（施行済区域） 

中央卸売市場 

円山公園 

農試公園 

地下鉄西 28 丁目駅 

地下鉄二十四軒駅 

JR 琴似駅 

地下鉄円山公園駅 

西区役所 

0 500ｍ 

１．都市計画決定理由の再検証 不適合 

当時 人口急増、急速な市街化に対応するための
宅地供給・市街地造成が目的 

現在 宅地供給・市街地造成という目的は達成済  
４．市街地環境改善の必要性 低 い 
現況 建築敷地７割、道路２割 
動向 
把握 

民間開発や道路事業等で市街化が進行 
道路延長：1.4 倍、４ｍ未満道路：1％未満 

評価 
指標 

宅 地 接 道 率： 
消防活動困難区域率： 
都市計画道路整備率： 
公園・広場充足率： 

100％ 
0.5％ 
97％ 
87％ 

ほぼ全て 
指標達成 
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南郊 

手稲中央地区 

手稲区役所 

JR 手稲駅 

0 500ｍ 

JR 稲積公園駅 

手稲稲積公園 

変更前の区域 

変更後の区域（施行済区域） 

5 

月寒体育館 

月寒公園 
地下鉄 

月寒中央駅 

0 500ｍ 

変更前の区域 

変更後の区域（施行済区域） 

36 

１．都市計画決定理由の再検証 不適合 

当時 人口急増、急速な市街化に対応するための
宅地供給・市街地造成が目的 

現在 宅地供給・市街地造成という目的は達成済  
４．市街地環境改善の必要性 低 い 
現況 建築敷地７割、道路２割 
動向 
把握 

民間開発や道路事業等で市街化が進行 
道路延長：1.3 倍、４ｍ未満道路：1％未満 

評価 
指標 

宅 地 接 道 率： 
消防活動困難区域率： 
都市計画道路整備率： 
公園・広場充足率： 

100％ 
0％ 

100％ 
99％ 

全て 
指標達成 

 

１．都市計画決定理由の再検証 不適合 

当時 人口急増、急速な市街化に対応するための
宅地供給・市街地造成が目的 

現在 宅地供給・市街地造成という目的は達成済  
４．市街地環境改善の必要性 低 い 
現況 建築敷地６割、道路２割 
動向 
把握 

民間開発や道路事業等で市街化が進行 
道路延長：2.5 倍、４ｍ未満道路：なし 

評価 
指標 

宅 地 接 道 率： 
消防活動困難区域率： 
都市計画道路整備率： 
公園・広場充足率： 

100％ 
0％ 

100％ 
98％ 

全て 
指標達成 
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拡大図 (R1 開発行為実施) 

JR 厚別駅 

JR 新札幌駅 
地下鉄新さっぽろ駅 

厚別警察署 

厚別中央公園 

変更前の区域 

変更後の区域（施行済区域） 

厚別地区 

太平 

百合が原 

拡大図 

0 100ｍ

百合が原 
公園 

JR 太平駅 

JR 百合が原駅 

太平公園 

12 

変更前の区域 

変更後の区域（施行済区域） 0 500ｍ 

太平地区 

百合が原地区 

0 500ｍ 

12 

１．都市計画決定理由の再検証 不適合 

当時 JR 百合が原駅・百合が原公園の整備に併せ、
周辺の宅地利用増進と環境整備が目的 

現在 宅地化が既に進んでおり、目的は達成済  
４．市街地環境改善の必要性 低い 
現況 建築敷地７割、道路３割 
動向 
把握 

民間開発等により市街化が進行 
道路延長：1.2km(H2)⇒2.0km(現在)  

評価 
指標 

宅 地 接 道 率： 
消防活動困難区域率： 
都市計画道路整備率： 
公園・広場充足率： 

100％ 
0％ 
― 

100％ 

全て 
指標達成 

 

１．都市計画決定理由の再検証 不適合 

当時 人口増、住宅団地の開発、国鉄の電化に伴
い均衡のある市街地を整備することが目的 

現在 国道 12 号線の整備に併せて既に市街化は
形成されており、目的は達成済  

４．市街地環境改善の必要性 低 い 
現況 建築敷地７割、道路２割 
動向 
把握 

道路事業等で市街化が進行 
４ｍ未満道路：なし 

評価 
指標 

宅 地 接 道 率： 
消防活動困難区域率： 
都市計画道路整備率： 
公園・広場充足率： 

100％ 
0％ 

100％ 
100％ 

全て 
指標達成 

100ｍ
ｍ 

0 

１．都市計画決定理由の再検証 不適合 

当時 周辺の開発行為等に併せ、農耕地の宅地利
用増進と環境整備を進めるのが目的 

現在 宅地化が既に進んでおり、目的は達成済  
４．市街地環境改善の必要性 低 い 

現況 建築敷地２割、道路２割、 
スポーツ施設敷地（一部資材置場）６割 

動向 
把握 

約８割が開発行為で整備済 
全ての道路が幅員８ｍ以上 

評価 
指標 

宅 地 接 道 率： 
消防活動困難区域率： 
都市計画道路整備率： 
公園・広場充足率： 

100％ 
0％ 

100％ 
100％ 

全て 
指標達成 

 

百合が原地区 

太平地区 
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東雁来第２ 

札幌市東茨戸（東茨戸地区と略する） 

275 

道央札幌
郵便局 

0 500ｍ 

0 500ｍ 

雁来排水機場 

東雁来公園 

274 

231 

ガトーキングダムサッポロ 

茨戸川 

変更前の区域 

変更前の区域 

変更後の区域（施行済区域） 

0 100ｍ

拡大図 

274 

拡大図 

0 100ｍ 雁来排水機場 

R4 開発行為 
予定地 

資材 
置場 

農地 

農地 

農地 

資材 
置場 R1 開発行為 

R3 開発行為 

１．都市計画決定理由の再検証 不適合 

当時 良質な工業地と、良好な環境の住宅地の供
給が目的（未施行区域は工業地を計画） 

現在 未施行区域で既に良質な工業地が形成さ
れ、都市基盤も整備済であり、目的達成済  

４．市街地環境改善の必要性 低い 
現況 建築敷地１０割 
動向 
把握 

未施行区域の外周は道路整備済 

評価 
指標 

宅 地 接 道 率： 
消防活動困難区域率： 
都市計画道路整備率： 
公園・広場充足率： 

100％ 
0％ 
―  
82％ 

ほぼ全て 
指標達成 

１．都市計画決定理由の再検証 不適合 

当時 計画的な基盤整備、土地の利用増進、良好
な宅地の供給が目的 

現在 下水道布設や民間開発行為により達成済  
４．市街地環境改善の必要性 低い 

現況 建築敷地５割、資材置場１割、農地 1.5 割 
道路 1.5 割 

動向 
把握 

民間開発や道路事業等により市街化が進展 
道路延長：1.3 倍、8m 以上道路：13%⇒74% 

評価 
指標 

宅 地 接 道 率： 
消防活動困難区域率： 
都市計画道路整備率： 
公園・広場充足率： 

92％ 
0.7％ 
― ※ 
74％ 

概ね 
指標達成 
(※併せて廃
止予定) 
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６ 都市計画変更の理由 

⑴  東茨戸地区以外の７地区 

 公共団体施行を主体に、区域内を分割して段階的に土地区画整理事業を実施してきたが、一部区

域で減歩（土地の提供）等を伴う土地区画整理事業への反対があったことなどにより事業化に至

らず、その間にも道路事業や街路事業、民間開発等により公共施設の整備が促進され市街化が進

んだことから、現在では土地区画整理事業による一体的な施行の必要性は低下している。 

 

⑵  東茨戸地区 

 東茨戸地区は、地域の要望を受けて、地権者による組合施行の土地区画整理事業を前提に平成 9 年

に土地区画整理事業の都市計画決定を行った。その後、組合設立準備委員会が組合設立に向けて

調整が行われたが、減歩率が 50％程度になることに対しての反対等により、平成 12 年、組合設立

の法定要件である 2／3 の地権者合意を満たせず、事業化が断念された。 

 それ以降、札幌市が地域の協力を得ながら道路や上下水道の整備を進めてきたことにより、市街化

区域としての基盤整備がなされた。 

 このような状況を受けて、以前から相談を受けてきた当地区の土地区画整理事業の廃止について、

両町内会から要望書が提出された。 

 近年当地区では複数の開発行為が実施・計画されるなど、更に土地利用が増進してきていることか

ら、土地区画整理事業による一体的な施行の必要性は低下している。 

 

 

□ 土地区画整理事業の施行主体 

公共団体施行 

札幌市 53 地区 

北海道 6 地区 

西郊、南郊、手稲中央地区、厚別地区、百合が原、太平、東雁来第 2 

都道府県又は市町村が、主に主要公共施設の整備、スプロール市街地の解消等を目的
として緊急に市街地整備を必要とする地域を施行区域として設定し、都市計画事業と
して土地区画整理事業を施行する。 

組合施行 

 組合 55 地区 

札幌市東茨戸(未施行) 

7 人以上の地権者が共同して土地区画整理組合を設立して、当該権利の目的である宅地

を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 

※施行地区となるべき区域の地権者の２／３以上（人数・面積）の同意を得ることが 

 設立の条件⇒認可された場合は、区域内全ての地権者が構成員（組合員）となる。 

その他施行 

 個人 5 地区 

 公団 1 地区 

 公社 1 地区 

その他、個人（1 人又は数人共同）、区画整理会社（地権者を株主とする株式会社）、
国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行できる制度があ

る（過去には公団・公社施行が存在し、札幌市では、公団施行：都市基盤整備公団地方
住宅供給公社、公社施行：住宅・都市整備公団が施行したものがある）。 

※（）内の数値は、施行区域内で分割して施行した土地区画整理事業の箇所数 
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７ 札幌市東茨戸土地区画整理事業の廃止に伴う関連都市計画の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都市計画道路 

〇 関連する都市計画道路の変更 

・札幌市東茨戸土地区画整理事業の廃止に伴い、あわせて整備を予定していた都市計画道路４路 

 線を廃止 

3・4・602 茨戸川通  幅員 21ｍ 延⾧約 760ｍ 

3・4・603 篠路川南通 幅員 21ｍ 延⾧約 710ｍ 

3・4・604 東茨戸通  幅員 21ｍ 延⾧約 490ｍ 

7・5・ 34 東茨戸中通 幅員 14ｍ 延⾧約 430ｍ 

・茨戸川通及び東茨戸通の廃止に伴い、3・4・601 伏籠川右岸通の構造（交差点箇所数）を変更 

     【幹線街路との平面交差箇所数】 （変更前）３箇所 （変更後）１箇所 

 用途地域 

   ○  用途地域の変更 

   ・都市計画道路の廃止に伴い、第一種低層住居専用地域及び第一種住居地域の用途地域界の一部 

    を変更 

 

   

 

    

 

 

 

第一種低層住居専用地域 

【変更前】都市計画道路 東茨戸通の中心 
【変更後】市道 山口茨戸連絡線の中心 
 ※中心は一致していることから区域は変更なし 

【変更前（青線）】 
都市計画道路 東茨戸中通の中心 

【変更後（赤線）】 
地番界 
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 特別用途地区 

○  特別用途地区の変更 

    ・都市計画道路の廃止に伴い、戸建住環境保全地区の区域を一部変更 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 高度地区 

○  高度地区の変更 

    ・都市計画道路の廃止に伴い、北側斜線高度地区、18ｍ高度地区及び 18ｍ北側斜線高度地区の区

域を一部変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北側斜線高度地区 

【変更前】都市計画道路 東茨戸通の中心 
【変更後】市道 山口茨戸連絡線の中心 
 ※中心は一致していることから区域は変更なし 

【変更前（青線）】 
都市計画道路 東茨戸中通の中心 

【変更後（赤線）】 
地番界 

【変更前】都市計画道路 東茨戸通の中心 
【変更後】市道 山口茨戸連絡線の中心 
 ※中心は一致していることから区域は変更なし 

戸建住環境保全地区 
【変更前（青線）】 

都市計画道路 東茨戸中通の中心 
【変更後（赤線）】 

地番界 


